
○那珂市空き家バンク制度実施要綱 

平成２９年９月２９日 

告示第１３５号 

改正 平成３０年２月２８日告示第１０号 

平成３１年３月２９日告示第４９号 

令和元年１２月２７日告示第７２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内における空き家の有効活用を通して、良好な住環境の確

保及び定住促進による地域活性化を図るために実施する那珂市空き家バンク制度

（以下「空き家バンク」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） 空き家 個人が自己の居住を目的として建築し、現に居住していない市

内に存在する一戸建ての専用住宅（近く居住しなくなる予定のものを含む。）

をいう。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当するものを除く。 

ア 民間事業者による賃貸又は分譲を目的とする建物 

イ 宅地建物取引業者（宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２

条第３号に規定する宅地建物取引業者をいう。）が同条第２号に規定する宅

地建物取引業としての媒介又は代理の対象としている建物 

ウ 市税等を滞納している者が所有する建物 

エ 那珂市暴力団排除条例（平成２３年那珂市条例第３１号）第２条第１号に

規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する

暴力団員等（以下「暴力団等」という。）が所有する建物 

（２） 所有者 空き家に係る所有権により、当該空き家の売却又は賃貸を行う

ことができる者をいう。 

（３） 空き家バンク 市内に所在する空き家の売却及び賃貸を希望する所有者

から申込みを受けた空き家に関する情報を公開し、市内に定住することを希望

する者に対し、情報を提供する仕組みをいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。 

（宅建協会との協定） 

第４条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人茨城県宅地建

物取引業協会（昭和４２年に社団法人茨城県宅地建物取引業協会という名称で設

立された法人をいう。以下「宅建協会」という。）と次に掲げる事項について、

協定を結ぶものとする。 

（１） 媒介業者（次項に掲げる要件の全てを満たすものに限る。）の推薦 

（２） 空き家の売買又は賃貸借に係る契約交渉の媒介 

（３） その他空き家の媒介業務等に関し必要な事項（登録に係る事前調査は除

く。） 



２ 前項第１号に掲げる要件は、次のとおりとする。 

（１） この要綱を遵守し、前項第２号及び第３号に掲げる事項を果たすことが

できる者であること。 

（２） 宅地建物取引業法第２条第３号に規定する宅地建物取引業者であること。 

（３） 暴力団等でないこと。 

（空き家バンクへの登録要件） 

第５条 空き家バンクに登録しようとする空き家及び所有者は、次に掲げる要件を

満たしていなければならない。 

（１） 当該空き家は第２条第１号の条件を満たしている建物であること。 

（２） 当該空き家の所有者は第２条第２号の条件を満たしている者であること。 

（空き家バンクへの登録申込み等） 

第６条 空き家バンクへ登録しようとする所有者（以下この条において「申込者」

という。）は、那珂市空き家バンク物件登録申込書（様式第１号）に那珂市空き

家バンク物件登録カード（様式第２号。以下「登録カード」という。）、同意書

（様式第３号）及びその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、宅建協

会へ媒介による協力を依頼するものとする。 

３ 市長は、媒介業者が決定したときは、那珂市空き家バンク媒介業者決定通知書

（様式第４号）により、速やかに申込者に通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の規定により提出された登録カードが適切であると認めるとき

は、速やかに当該空き家を空き家バンクに登録し、那珂市空き家バンク物件登録

通知書（様式第５号）により、当該申込者（以下「空き家登録者」という。）に

通知するものとする。 

５ 前項の規定による登録期間は、登録の日から起算して２年以内とする。 

（空き家バンク登録事項変更の届出） 

第７条 前条第４項の規定による登録の通知を受けた空き家登録者は、当該登録事

項に変更があったときは、那珂市空き家バンク物件登録変更届出書（様式第６号）

に変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届け出を受け、空き家の登録事項を変更したときは、

那珂市空き家バンク物件登録変更通知書（様式第７号）により、当該空き家登録

者に通知するものとする。 

（空き家バンク登録の抹消） 

第８条 市長は、空き家登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録

物件を空き家バンクから抹消するものとする。 

（１） 那珂市空き家バンク物件登録取消届出書（様式第８号）の提出があった

とき。 

（２） 次条第１項に規定する登録期間の延長の申出がなかったとき。 

（３） 当該空き家に係る所有権に異動があったとき。 

（４） 第１６条第１項の規定による契約締結の報告を受けたとき。 



（５） その他市長が適当でないと認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定による抹消をしたときは、那珂市空き家バンク物件登録抹

消通知書（様式第９号）により、当該空き家登録者に通知するものとする。 

（空き家バンク登録期間延長） 

第９条 空き家登録者は、空き家バンク物件登録期間満了後も引き続き登録を希望

する場合は、登録期間満了日までに、那珂市空き家バンク物件登録期間延長申出

書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により延長できる期間は、２年間とする。ただし、登録期間の延長

回数は、制限しないものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申出を受け、空き家の登録期間を延長したときは、

那珂市空き家バンク物件登録期間延長通知書（様式第１１号）により、当該空き

家登録者に通知するものとする。 

（空き家バンク登録情報の提供） 

第１０条 市長は、空き家バンクに登録された空き家の情報（以下「空き家情報」

という。）を市が管理するホームページ等において公開するとともに、利用登録

者（次条第５項に規定する者をいう。）に提供するものとする。 

２ 前項の規定により公開する空き家情報の範囲は、次のとおりとする。 

（１） 登録番号 

（２） 売却又は賃貸の別 

（３） 売却又は賃貸の希望価格 

（４） 物件所在地 

（５） 物件の概要 

（６） 設備状況 

（７） 主要施設等への距離 

（８） 位置図及び間取り図 

（９） 写真 

（１０） その他市長が必要と認める事項 

（利用の登録申込み等） 

第１１条 空き家情報の提供を受けようとする者は、那珂市空き家バンク利用登録

申込書（様式第１２号）に誓約書（様式第１３号）及びその他市長が必要と認め

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 空き家情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たしていなけれ

ばならない。 

（１） 空き家に定住し、地域住民と協調して生活しようとする者であること。 

（２） 市税等を滞納していない者であること。 

（３） 暴力団等でない者であること。 

３ 市長は、第１項の規定による申込みについて、前項に規定する要件を満たす者

と認めるときは、当該申込者を空き家バンクに登録するものとする。 

４ 前項の規定による登録期間は、登録の日から起算して２年以内とする。 

５ 市長は、第３項の規定による登録をしたときは、那珂市空き家バンク利用登録



通知書（様式第１４号）により当該申込者（以下「利用登録者」という。）に通

知するものとする。 

（利用登録者に係る登録事項変更の届出） 

第１２条 前条第５項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事

項に変更があったときは、那珂市空き家バンク利用登録変更届出書（様式第１５

号）により、変更内容を届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届け出を受け、利用登録の登録事項を変更したとき

は、那珂市空き家バンク利用登録変更通知書（様式第１６号）により、当該利用

登録者に通知するものとする。 

（利用登録者の登録抹消） 

第１３条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用

登録者を空き家バンクから抹消するものとする。 

（１） 第１１条第２項に掲げる要件を欠く者と認められるとき。 

（２） 空き家を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する

おそれがあると認められるとき。 

（３） 申込みの内容に虚偽があったとき。 

（４） 次条第１項に規定する登録期間の延長の申出がなかったとき。 

（５） 那珂市空き家バンク利用登録取消届出書（様式第１７号）の提出があっ

たとき。 

（６） 第１６条第１項の規定による契約締結の報告を受けたとき。 

（７） その他市長が適当でないと認めるとき。 

２ 前項の規定により登録を抹消したときは、那珂市空き家バンク利用登録抹消通

知書（様式第１８号）により、当該利用登録者に通知するものとする。 

（利用登録の登録期間延長） 

第１４条 利用登録者は、空き家バンク利用登録期間満了後も引き続き登録を希望

する場合は、登録期間満了日までに、那珂市空き家バンク利用登録期間延長申出

書（様式第１９号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により延長できる期間は、２年間とする。ただし、登録期間の延長

回数は、制限しないものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申出を受け、利用登録の登録期間を延長したとき

は、那珂市空き家バンク利用登録期間延長通知書（様式第２０号）により、当該

利用登録者に通知するものとする。 

（希望物件の交渉申込み及び通知） 

第１５条 利用登録者は、希望する物件の交渉を申し込むときは、那珂市空き家バ

ンク物件交渉申込書（様式第２１号）により、市長に申し込まなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、那珂市空き家バンク物件交

渉申請通知書（様式第２２号）により、空き家登録者、宅建協会及び媒介業者に

通知するものとする。 

（空き家登録者と利用登録者の交渉等） 

第１６条 前条第２項の規定による通知を受けた媒介業者は、遅滞なく当該利用登



録者と交渉を行い、その結果については、書面により速やかに宅建協会に報告し、

その１月以内に那珂市空き家バンク物件交渉結果報告書（様式第２３号）により、

市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、那珂市空き家バンク物件交渉

結果通知書（様式第２４号）により、空き家登録者及び利用登録者に通知するも

のとする。 

３ 市長は、空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買又は賃貸

借の契約については、直接これに関与しないものとする。 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年告示第１０号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年告示第４９号） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年告示第７２号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


